
  

議案第５７号  
土地改良事業の計画の概要について  

土地改良事業の計画の概要を下記のとおり定めることについて、土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第９６条の２第２項の規定に基づき、議会の議決を求める。    令和２年５月２９日提出                           加西市長 西 村 和 平      
記  

１ 事 業 名  農山漁村地域整備交付金 農業基盤整備促進事業 東高室地区 
（団体営ほ場整備事業）  

２ 事業施工箇所  加西市北条町東高室   
３ 事業計画の目的  東高室地区の農業は水稲を主体とし、裏作は麦・野菜等が栽培され

ている。ほ場整備と合わせて用排水管理を効率化し、水稲及び野菜

の生産コスト低減並びに野菜の生産拡大を図る。現況の農地は区画

が不整形なうえに田への進入路もなく、農道も狭いことから大型機

械化を進めることが困難である。そこで、農作業の大型機械化や水

管理の省力化を可能とする基盤整備が必要である。   
４ 事業計画の概要  別紙のとおり   
５ 総 事 業 費  ４８８，２００千円    





（審議資料） 

 

  加西市北条町東高室地区において新たに施工しようとする土地改良事業（農業基

盤整備促進事業）の計画の概要を定めるため、土地改良法（昭和24年法律第195号）

第96条の２第２項の規定により議会の議決を求めるもの。      （後掲参照） 
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